
安全保障法制の慎重審議を求める意見書 

 

 政府は、集団的自衛権の行使を容認する内容を含んだ安全保障関連法案を提出し

た。 

 安倍総理大臣は法案を提出する前から、この国会で法改正を成立させると表明し

たばかりでなく、自衛隊法、周辺事態法、国際平和協力法（ＰＫＯ法）等、本来は

それぞれ丁寧に審議すべき10本の改正案を１つに束ねて提出し、審議を簡略化しよ

うとしている。 

 戦後70年間、平和憲法のもと我が国が貫いてきた海外で武力行使を行わないとい

う原則を大きく転換しようとしているにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国会

での徹底審議を避け、結論ありきで法改正を強行しようとする政府の姿勢は到底容

認できない。 

 集団的自衛権の行使を認める「新三要件」には歯どめがなく、我が国に直接武力

攻撃がなくても、自衛隊による海外での武力行使を可能にする。新三要件は、便宜

的・意図的であり、立憲主義に反した解釈変更である。政府が集団的自衛権を行使

して対応しなければならないとする事例は、蓋然性や切迫性に疑義があり、集団的

自衛権の必要性が認められない。したがって、専守防衛に徹する観点から、安倍政

権が進める集団的自衛権は容認できない。 

 また、法案には国際平和のために活動する他国軍の後方支援の拡大、「現に戦闘

行為を行っている現場でない場所」での活動の容認など、武力行使の一体化につな

がりかねない内容が盛り込まれている。国際平和支援法案では、自衛隊の海外派遣

を国会が承認する期限を努力義務としており、国会審議を形骸化させかねない。 

 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記の点について強く要望する。 

 

記 

 

１ 政府は、憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命、財産、

及び我が国の領土、領海を確実に守る観点から安全保障政策を構築すること。 

２ 安保法制に関する国民の疑問や不安を真摯に受けとめ、通常国会での成立にこ

だわらず、国会での審議を慎重かつ丁寧に進めること。 

 

上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成27年６月30日 

 

三鷹市議会議長 後 藤 貴 光 




